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十
一
月
二
十
一
日
天
皇
は
靖
国
神
社
に
「
私
的
参
拝
」
を
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
憲
法
違
反
と
し
て
五
度
審
議
未
了

と
な
つ
た
「
靖
国
神
社
法
案
」
及
び
そ
の
代
わ
り
に
制
定
が
推
進
さ
れ
て
い
る
「
慰
霊
表
敬
法
案
」
の
重
要
な
中
味
で

あ
る
「
靖
国
神
社
の
国
家
護
持
」
と
「
天
皇
の
靖
国
神
社
親
拝
」
を
、
法
成
立
の
事
前
に
実
現
し
、
三
木
首
相
の
靖
国

神
社
参
拝
と
共
に
既
成
事
実
を
積
み
重
ね
、
憲
法
違
反
の
法
制
定
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

か
か
る
問
題
の
あ
る
天
皇
の
靖
国
神
社
参
拝
に
つ
い
て
、
社
会
、
公
明
、
共
産
等
各
党
が
反
対
を
表
明
し
、
多

く
の
宗
教
団
体
関
係
者
が
反
対
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
国
論
を
二
分
す
る
が
ご
と
き
行
為
は
「
国
民
統
合
の
象

徴
」
と
い
わ
れ
る
天
皇
の
な
さ
る
べ
き
行
為
で
は
な
い
。 

靖
国
神
社
が
あ
た
か
も
「
国
家
の
特
別
の
宗
教
施
設
」
で
あ
る
か
の
ご
と
く
国
民
に
印
象
づ
け
、
よ
つ
て
、
憲
法

違
反
、
国
民
多
数
の
反
対
に
よ
つ
て
審
議
未
了
五
回
に
も
及
ぶ
靖
国
神
社
法
案
あ
る
い
は
表
敬
法
案
の
成
立
促
進 
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に
利
用
さ
れ
る
天
皇
の
靖
国
神
社
参
拝
は
当
然
や
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
内
閣
は
、
や
め
ら
れ
る
よ
う
助
言
を

す
る
こ
と
が
必
要
と
信
ず
る
の
で
、
次
の
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

宮
内
庁
は
「
前
回
ま
で
の
六
回
は
『
私
的
参
拝
』
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
お
り
、
今
回
も
法
律
に
基
づ
い
た
も

の
で
な
く
あ
く
ま
で
も
陛
下
の
ご
意
思
に
よ
る
私
的
な
も
の
（
小
坂
宮
内
庁
総
務
課
長
）
」
と
し
て
い
る
。
し
か

し
靖
国
神
社
藤
田
総
務
部
長
は
、
「
国
民
感
情
か
ら
い
つ
て
、
あ
え
て
私
的
公
的
な
ど
と
あ
れ
こ
れ
は
考
え
て

い
な
い
。
国
事
行
為
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
は
公
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
陛
下
の
ご
参

拝
に
は
変
わ
り
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
日
臨
時
大
祭
を
行
い
、
特
別
奉
迎
者
と
し
て
青
木
一
男
靖

国
神
社
崇
敬
者
総
代
、
賀
屋
興
宣
日
本
遺
族
会
会
長
ら
約
七
十
人
、
ま
た
各
都
道
府
県
遺
族
会
か
ら
二
千
人
が

参
道
な
ど
で
お
迎
え
す
る
予
定
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。 

先
に
問
題
と
な
つ
た
稻
葉
法
相
の
発
言
と
行
動
に
つ
い
て
三
木
首
相
は
「
個
人
と
国
務
大
臣
と
は
区
別
し
難

い
。
」
と
言
つ
た
。
「
陛
下
の
ご
参
拝
に
は
変
わ
り
な
い
」
と
し
て
、
こ
れ
だ
け
の
人
々
が
参
列
し
て
臨
時
大
祭
を 
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二 

天
皇
の
戦
後
に
お
け
る
靖
国
神
社
参
拝
は
、
昭
和
二
十
年
十
一
月
二
十
日
の
終
戦
報
告
が
公
式
参
拝
で
あ
つ

た
と
い
う
が
そ
れ
は
旧
憲
法
下
の
事
で
あ
る
。
そ
の
後
新
憲
法
下
で
は
、
昭
和
四
十
年
十
月
十
九
日
の
終
戦
二

十
周
年
参
拝
な
ど
前
回
の
参
拝
ま
で
六
回
は
、
遠
慮
し
て
「
私
的
行
為
」
と
さ
れ
た
。 

行
う
こ
と
は
、
普
通
の
一
私
人
が
近
所
の
お
宮
さ
ん
に
も
う
で
る
の
と
は
事
の
性
格
、
影
響
が
異
な
る
の
で
は

な
い
か
。 

そ
れ
は
、
靖
国
神
社
が
、
東
京
招
魂
社
以
来
「
天
皇
に
忠
魂
を
捧
げ
た
『
臣
民
』
た
る
軍
人
が
、
死
し
て
『
現

御
神
』
で
あ
る
天
皇
に
祭
ら
れ
る
特
殊
の
国
家
宗
教
施
設
で
あ
つ
た
と
い
う
事
で
あ
り
、
そ
の
果
し
た
機
能
は

『
天
皇
へ
の
忠
誠
の
思
想
の
絶
対
化
』
で
あ
つ
た
。
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
国
憲
法
の
下
に
お
い
て
は
、
天

皇
の
神
格
化
は
否
定
さ
れ
（
人
間
天
皇
宣
言
）
記
紀
以
来
の
神
話
と
結
び
つ
い
た
「
日
本
帝
国
」
の
神
性
さ
と
天
皇

の
神
格
化
及
び
こ
れ
と
結
び
つ
い
た
天
皇
主
権
は
、
日
本
国
憲
法
の
国
民
主
権
、
平
和
と
民
主
主
義
の
諸
原
則

が
こ
れ
に
代
わ
つ
た
の
で
あ
る
。 
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「
靖
国
神
社
の
性
格
と
そ
の
歴
史
的
役
割
」
は
東
京
弁
護
士
会
編
の
「
靖
国
神
社
法
案
に
関
す
る
意
見
書
」

に
詳
し
い
が
、
天
皇
の
靖
国
神
社
参
拝
が
復
活
し
、
そ
れ
が
当
然
の
事
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
な
ら
ば
、

(一 )
日
本
国

憲
法
に
よ
つ
て
確
立
さ
れ
た
人
間(

尊
重)

の
平
等
性
が
否
定
さ
れ
、

(二 )
天
皇
の
た
め
に
戦
つ
て
死
ん
だ
者
の
み

が
靖
国
神
社
に
祭
ら
れ
る
と
い
う
、
排
外
思
想
と
天
皇
忠
誠
思
想
が
復
活
す
る
。

(三 )
「
絶
対
的
権
力
者
」
で
あ
り

「
現
御
神
」
で
あ
る
天
皇
と
「
臣
下
」
と
い
う
関
係
が
復
活
す
る
。

(四 )
日
本
国
憲
法
の
原
則
で
あ
る
「
政
教
の
分

離
」
、
「
信
仰
と
宗
教
活
動
の
自
由
」
が
奪
わ
れ
「
神
社
神
道
は
国
の
祭
礼
で
あ
つ
て
宗
教
で
は
な
い
」
と
い
う
神

社
神
道
が
復
活
す
れ
ば
、
他
の
宗
教
と
宗
教
活
動
は
制
限
さ
れ
あ
る
い
は
禁
止
さ
れ
る
日
が
い
つ
か
再
び
く
る

だ
ろ
う
。

(五 )
そ
し
て
外
に
向
つ
て
は
「
天
皇
の
名
に
よ
る
戦
争
は
、
無
条
件
に
、
聖
戦
と
し
て
美
化
さ
れ
る
と

い
う
軍
国
主
義
的
侵
略
主
義
」
が
復
活
す
る
だ
ろ
う
。 

ま
こ
と
に
「
靖
国
の
思
想
は
国
家
神
道
教
義
の
核
心
で
あ
り
、
極
限
で
あ
り
、
そ
の
最
大
の
精
華
な
の
で
あ

つ
た
。
こ
の
よ
う
な
国
家
神
道
の
精
華
で
あ
る
靖
国
の
思
想
は
…
…
靖
国
神
社
の
合
祀
を
通
じ
全
国
民
に
徹
底 
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七 

化
し
た
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
が
日
本
の
軍
国
主
義
侵
略
主
義
の
精
神
的
基
底
と
な
ら
な
い
筈
は
な
か
つ
た
」
と

思
わ
れ
る
。 

こ
う
い
う
日
本
国
憲
法
の
破
壊
、
明
治
憲
法
と
軍
国
主
義
を
復
活
す
る
天
皇
の
靖
国
神
社
参
拝
を
憲
法
尊
重

擁
護
の
義
務
を
有
す
る
天
皇
は
や
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
内
閣
は
天
皇
の
靖
国
神
社
参
拝
を
や
め
ら
れ
る
よ

う
に
助
言
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


